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平成23年12月15日
都道府県医師会

　社会保険担当理事殿
目本医師会常任理事

　　　鈴　木　邦　彦

支払基金における突合点検、縦覧点検の実施について

　支払基金における突合点検、縦覧点検につきましては、平成23年4月か

ら実施予定となっておりましたが、本年3月22目付け（保245）　r支払基金

における突合点検、縦覧点検の延期について」でご連絡申し上げましたとお

り、支払基金において、当面、開始時期を延期せざるを得ないとの判断がな

され、今後の開始時期については関係団体の理解を得た上で改めて案内する

旨の連絡がなされたところです。

　また、本年3月8目付け（保227）　r支払基金における突合点検、縦覧点検

について」でご連絡申し上げましたとおり、日本医師会として点検実施はや

むを得ないものと考えておりますが、点検後の具体的な査定方法等につきま

して、支払基金と鋭意交渉を続けておりますことをご報告するとともに、貴

会会員に対して、電子レセプト請求時に病名漏れなどがないようしっかりご

確認いただくよう周知方をお願い申し上げたところです。

　その後も支払基金と継続的に交渉をして参りました。

　総論的には、支払基金が突合点検・縦覧点検の実施を言い出してから4年

間も時間があったにもかかわらず、問題の整理、基盤整備、対策などを打ち

出して来なかったことを指摘し、各論として、主に突合点検について下記3．

に示す課題の対応を要請しました。

　特に、調剤レセプトに記録されている医薬品の適応症が医科レセプトに記

録されていない場合、一方的に、医療機関から査定し、薬局が誤っていた場

合、後から医療機関が再審査請求をしなければならないことや、医療機関の

薬剤が査定されたことで、薬局の調剤報酬（一包化加算など）の減点分を医

療機関から減点するという取扱いがされていることにつきましては強く申し

入れ、改善が望めない場合は実施を認めないとする姿勢で交渉を進めてきた

ところです。
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〇　複数月にわたって同一医療機関から請求された同一患者の入院・入院外

　のレセプトをコンピューターで紐付けする。

0　コンピューターにより、以下のような視点でチェックし付せんを貼付す

　る。

　1）複数月に1回と定められている検査など

　　　　例：骨塩定量検査、IV型コラーゲン、血液細胞核酸増幅同定検査等

　2）2回目以降逓減と定められているもの

　　　　例：心電図検査、超音波検査　等

　3）患者1人につき1回のみ算定と定められているもの

　　　　例：死亡診断加算、認知症専門診断管理料、肝炎インターフェロン

　　　　　治療計画料　等

〇一 tせんが貼付されたものを中心に、あくまでも審査委員が前月のレセプ

　トを確認する必要を考えたものに限られる。

O　縦覧点検では、当月請求されたレセプトについて、過去のレセプト（最

　大6か月）を参考に、従来単月では判断できなかった診療項目を対象に、

　当月分の点検を行うので、過去のレセプトは査定対象にならない。

O　縦覧点検を開始する月から最大過去6か月に遡るのではなく、まずは開

　始月だけ、翌月は2か月分と増やしていく。

3．支ム基金に問題提起した…題とその対応
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：れていない場合、一方的に、医療機関から査定し、薬局が誤っていた場合、i
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《支払基金の対応》※別添1参照

O　医療機関が発行した処方せんを取寄せて内容を確認する場合があること

　から、当月分の医療機関への支払はすべて請求どおりとし、保険者には減

　点したレセプトで請求する。

○　医療機関宛てに、事前に査定の対象（疑義）としている内容を連絡し、

　処方せん内容と異なる場合は申し出ていただく。査定の対象（疑義）とし
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　ているレセプトのすべてについて、その内容を記載した「突合点検結果連

　絡書（兼　処方せん内容不一致連絡書）　（仮称）」を返戻レセプト等の送

　付時（審　査翌月の5日頃）に同封する。

　　なお、以下の申し出が医療機関から無かった場合は査定となる。

O　　「突合点検結果連絡書（兼　処方せん内容不一致連絡書）　（仮称）」記

　載の薬剤や調剤技術料等が、医療機関が発行した処方せんの内容（処方の

　指示）と異なる場合には、当該連絡書にその旨記入の上、原則18日（土

　曜、目曜、休日に当たる場合は直後の平目。以下同じ）までに提出する。

O　上記連絡書の提出を受けた後、薬局から処方せんの写しを取り寄せ、ど

　ちらに誤りがあるかを確認し、審査翌々月又は審査翌々々月の支払で調整

　決定する。

　　なお、医療機関から申し出のなかった査定分は、翌月の支払時（審査翌々

　月の支払）に調整決定する。

○　再審査についても処方せんを確認の上調整決定する。
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《支払基金の対応》

O　現時点においては日本ジェネリック製薬協会から、後発医薬品の情報が

　公表されているが、あくまで「参考情報」という表現であり、さらに、そう

　した情報は不定期に更新されるため、常に最新の情報を把握することは困

　難であることから、支払基金としては、当該r参考情報」が、原審査の段

　階で適応外として減点の根拠とするところまでは、整備されていないとい

　う認識であり、その取扱いについて、厚生労働省当局へ照会中であり、回

　答が通知されるまでの問は、　r審査できない（手を触れない）」扱いにす

　る。
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２ 先発医薬品と効能効果に違いがある
後発医薬品の取扱いについて



○ 次回以降の理事会で支払基金で考え方を整理し回答
することとした。

平成22年11月理事会における質問事項
○ 保険医療機関が後発医薬品への変更可として交付した
処方せんについては、保険薬局は後発医薬品に変更でき
る。

○ その際に、保険薬局が先発医薬品の適応にあって後発
医薬品にはその適応がない医薬品に変更調剤し、審査に
おいて適応外として査定となる場合に、調剤査定分の請求
を保険薬局又は保険医療機関のいずれに請求するのか。

○ 平成22年12月13日 基金理事長から厚生労働省保険

局長あて「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医
薬品の取扱いについて」照会を行った。
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厚生労働省への照会内容

○ 保険薬局において、先発医薬品と効能効果に違いが

ある後発医薬品に変更調剤された場合に、結果として

支払基金の審査で適応外として査定され、保険医療機

関又は保険薬局のいずれかに査定額を請求しなけれ

ばならないケースが生じる。

○ しかしながら、保険薬局から処方せんを取り寄せても

保険医療機関又は保険薬局のいずれに対し、当該査

定分を請求するかの判断は困難であると考えられ、そ

の取扱いについて、厚生労働省に見解を求めた。
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厚生労働省からの回答

◎ 厚生労働省保険局長から支払基金理事長あて

（平成24年1月17日・保発0117第1号）

（回答内容）

○ 先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品につ

いて、一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更調

剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増え

る可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解し

てもらうよう努めていただきたい。
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突合点検結果連絡書(兼処方せん内容不一致連絡書)
(当肱事例は、突合点検によりA剤 10錠を1鮭に査定した場合)

医疲機関コー1，11， 2222，3 
医療機関名 基金病院 御中.

平成00年00月分央合点主主結果連絡事
(旅処方せん内容不一致連絡書) ベータ 醤号

会保険雪量療純白t支払基金000支昔日
t量Z高年月 広 分 開燈金奴 ItIT責点E主治問 処方

受付昏OIJ- 保番険号者等
民 .ti 事由

月日
担負 附 求 内 容 負担 t置疋 :fE定後内容 毘局ロード等

レ捗セ燃プ科卜番1号
't1Jレテ番号

絵日1I 金額 怯別 f点金歓額1
開剣
月目

03..件特 本外 06 "事70006 -lOOIA 0412 1 A錠 IOOmr '" 10焼 1 A鐙 10日田E 1飽 東京都

1234-66， 7B~. 100 ;;企 -ø~ 0412 1 健 l~mg I¥ 2館 1 B飽 10m g Z健 昔前節43

000，006 1234667890123(567890 20X10 lOXIO 支払東周

01<100∞∞∞∞。 錠剤科 200 策~J科 1日o.. 閃-1234・5678

r-一---J
史験い付し当ま箇しすた所a処を方Oせでん囲のみ肉申容し出と相され違るすよるラ場お合願、

突合点検結果連絡書(兼処方せん内容不一致連絡書)

突レセ合プ点ト検請による査定内容について、お知らせする帳票です。
求月の「増減点連絡書J等の発送に併せて送付します。

「請求内容J欄の医薬品又は調剤技術料等に関して、交付した処方せんの内容と相違している場合(ジェネリック医薬品へ
の変更を除く。)は、r請求内容J欄の該当する医薬品等をOで囲み、「処方せん内容不一致連絡書」とじて保険医療機関
の所在地の支払基金支部あて郵送により、r突合点検結果連絡書」の届いた月の18日(必着〕までに申し出をお願いレま
す。

1 .1 

伽 量守
合計開設金額

-事700

院 保険者醤号等棚の 14~ ・13・6010JI'1‘ 70歳代前半の位保険者等i己保るー部負担金怖の程減特例措偉の
金飢唱と表示しています.

ra {手凡例
f噌減.梶本血}
A m喪担当親側~l::朗らし.!H学的に適応と阻められないもの F 固定点散が眠咽ているもの

B 1Jl読担也煩則電車l己IIllbt...医学的にi!1l餅..111:織と認められるもの K その他

c tf.苦言f且当規則官事にftl{らし、 A"B以外の医学的理由により遮当と総められないもの

D 告示・迎知の算定要件に合政していないと閉めbれるもの

(突合点検結果について)

貴院から繍求されたレセプトと処方せんに基づく胴剤レセプ卜を照合し
て点検した結果、審査番員会において上記のとおりとなりました.

rp青求内容j欄の医薬品に閣して処方せんの内容(ジェネりック医薬品
への変更を除く. )と相違している場合は、支払基金までご連絡願いま
す.
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増減点連絡書 (00)

医療機関=ード 00，0000，0 
医帰宅描開名 0000 御中

砂r>>! 交付世帯
保険者香骨毒事

年月 レセプト寄号

1234-56，7胴，100 。酔帥梓$

000，006 

備~

区分 給ft
区分

本:y!.

4 月分

民 名
個所 法別 増醜点数(金問

カルテ司世帯

基金一郎

12345678閲1234567890

ー一一一一一一

-一一-・晶画聞-帽世田園田園周'司"田司"-

増減点連絡書

t割減点連絡書

事由 |宮抱 町 求 内 居軍

ー. 一一一一

"一.--・ー"同---ーー一一一一
ど

~ / 

負担

一一
..".. 〆

ン

ページ番骨
社会保険診療報酬支払基金000支部

柿正 i!定住内容

縦覧点検

入外点検

一-.'・・ーー._-・副・ー-圃圃悼-・・・・・・・ーー

「補iE-査定後内容」欄!こ、縦覧点検の結果による査定等の場合は「維嘗点検」、
入外点検の結果による査定等の場合はrx外点検」とそれぞれ表示します。

一一一一 一一一一一一一一

記号凡例

(1曽減点随所} 【増蹴点事由} (梢疋・査定後内容}

突合点検

四~Jを実施した!IIlJll Iこ保る1~1 レセプトとの照合
点畿により4闘志・査定された内容
縦覧点倹

帯数局にわたるレセプトの垣覚点検により柑IlE・
査定された内容

入外点検

Å院と入院外νセプトの泊覧点検により ~~I:æ. 
査定された内容
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(機械様式第120号の3)

医療機関コード

医療機関名

突合点検調整額通知票(医療機関)

01-02722 点数表 l
医療法人基金病院

社会保険診療報酬支払基金

下記の突合点検等に係る減点内容について、処方せん(写)を確認した結果、平成 年 月診療分において、減点分つ
係る費用を貴保険医療機関から調整しましたので通知いたします。

保険者 06-13申 2013 翻盤金額 件数 日数 点数 部省坦令

愚区者分氏名 z 
診療年月 2 3. 1 0 受給者番号 療養費 -l!.l!.6. -l!.6. 

薬局コード 01-41002 TEL: o 0 -0 0 0 0 - 0 000 

所名 在 府地民
東京都港区新橋2丁目 1-1
基金薬局新橋唐

事由 lft.rl儲南
番号 項目 事由 面詰瓦 増減点内容

2 1 A ームム 00錠lOmg 3健一歩 2健
ムムX.6.ム → ムムXムム

a 

島

突合点検調整額通知票(医療樺関)(機械様式第120号の3)

突合点検等に係る査定内容について、保険医療機聞から「処方せん内容不一致連絡書」による申し出があり、処方せん
の写しを確認した結果、査定分に係る費用を保険医療機関の支払額から調整した場合に通知する帳票です。
原則、レセプト請求月の翌月請求分に係る「増減点連絡書」等の発送に併せて送付します。
なお、保険薬局からの処方せんの写しの到着目によっては、その1か月後となる場合があります口

. 

整理番号 / 

. 
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(機械様式第120号の3)

医掠機関コード

医療機関名

窒合点検調整額通知票

01-02722 点数表 l
医療法人基金病院

(医療機関)

社会保険診療報酬支払基金

i 下記の突合点検等に係る削内容について、平成 年 月診療分において、減点分に係る費用を貴保険医療機関から調整)
しましたので通知い'たします。

保険者 06 【 13-2013 宮園出Íl:~与安首 件数 日数 点数 部負担金

愚区者分氏車 2 
診療年月 a 3. 10 受給者番号 療養費 -L!，od. -・企.d.

罪局コード: 01-41002  TEL: o 0 - 0 0 0 0 - 0 000 

所指 在 称地
東京都港区新橋2丁目 1-1
基金薬局新橋盾

事由及てE館所
番号 項目 事由 増減点 増減庭内谷

2 1 A -6.6. 00蝿lOmg 3佐→ 2錠
b.b. X 6.ムー~ b.ム×ムム

突合点検調整額通知票(医療機関)(機械樟式第120号の3)

突合点検等に係る査定内容について、保険医療機関から「処方せん内容不一致連絡書」による申し出がなく、
査定分に係る費用を保険医療機関の支払額から調整した場合に通知する帳票です。
レセプト請求月の翌月請求分に係る「増減点連絡書」等の発送に併せて送付します。

、
申し出期限までに「処方せん内容不一致連絡書Jによる申し出がない場合、突合点検による査定額を、原則、レ
セプト請求月の翌月請求分に係る保険医療機関の支払額から調整します。

整理番号 t / ) 



0') 

(機械樺式第120号の6)

医療機関コード

医療機関名

突合点検調整額連絡票(医療機関)

01-02722 点散衰 l に

医療法人基金病院
社会保険診療報酬支払基金

下記の突合点検等に保る減点内容について、処方せん(写)を確認した結果、平成
部る費用を処方した保険薬局から調盤しましたことを連絡いたします固

年 月調剤分において、減点分に

保険者 Q6-13田 2013 調整金額 件数 日数 点数 部負担金

息区者分匝童 z 
官舎E前年月 23. I 0 受給者番号 療養費

薬局コード 01-41002 TEL: 00--:-0000 o 0 0 0 
所~ 在地: 東京都港区新橋2丁目 1-1

新1 ・ 基金薬局新桶庖
豆長由 E てE筒 F斤
草昏骨 項目 事由 増械点 増概点内定子

2 1 A 【ムム 00昆10mg 3鮭→ 2臨，
b.b.xdb. - ddxb.b. 

ー、

突合点検調整額連絡票(医据概闇)(機楠様式第120号の6)

突合点検等に係る査定内容について、保険医療機聞から「処方せん内容不一致連絡書」による申し出があり、
処方せんの写しを確認した結果、査定分に係る費用を保険薬局の支払誼から詩l鞍した場合に連絡する帳票で
す。
原則、レセプト請求月の翌月請求分に係る「増減点連絡書」等の発送に併せて送付します。
なお、保険薬局からの処方せんの写しの到着目によっては、その1か月後となる場合があります。

処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行っている場合、及び「処方せん(写)提出依頼書」を送付した月の
末日までに処方せんの写しの提出が得られなかった場合は、突合点検による査定額を、原則、レセプト請求月
の翌月請求分に係る保険薬局の支払額から調整します。

盤理番号 : ー / 

，ぜ




